
令
和
二
年
文
部
科
学
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号

文
化
観
光
拠
点
施
設
を
中
核
と
し
た
地
域
に
お
け
る
文
化
観
光
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

文
化
観
光
拠
点
施
設
を
中
核
と
し
た
地
域
に
お
け
る
文
化
観
光
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
八

号
）
第
二
条
第
二
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
二
項
第
六
号
及
び
第
五
項
（
同
法
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
四
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
第
八
号
及
び
第
五
項
（
同
法

第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
文
化
観
光
拠
点
施
設
を
中
核
と
し
た
地
域
に
お
け
る
文
化
観
光
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

（
文
化
観
光
拠
点
施
設
）

第
一
条
　
文
化
観
光
拠
点
施
設
を
中
核
と
し
た
地
域
に
お
け
る
文
化
観
光
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
化
資
源
の
解
説
及
び
紹
介
は
、
文
化
資
源
保
存
活
用
施
設
が
保
存
及

び
活
用
を
行
う
文
化
資
源
の
う
ち
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
文
化
資
源
の
由
来
、
他
の
文
化
資
源
と
の
関
連
性
、
歴
史
上
、
芸
術
上
、
学
術
上
又
は
観
賞
上
の
価
値

そ
の
他
の
当
該
文
化
資
源
の
魅
力
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
活
用
す
る
こ
と
。

二
　
情
報
通
信
技
術
の
活
用
を
考
慮
し
た
適
切
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
。

三
　
当
該
文
化
資
源
保
存
活
用
施
設
へ
の
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
状
況
に
応
じ
て
、
適
切
に
外
国
語
を
用
い

る
こ
と
。

２
　
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
化
資
源
保
存
活
用
施
設
の
所
在
す
る
地
域
に
係
る
文
化
観
光
推
進
事
業
者

と
の
連
携
は
、
次
の
各
号
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都
道
府
県
が
設
置
す

る
文
化
資
源
保
存
活
用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
同
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
文
化
観
光
推
進
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
地
域
の
観
光
の
振
興
の
推
進
を
目
的
と
す
る
観
光
関
係
団
体
若
し
く
は
事
業
者
又
は
市
町
村
若
し
く
は

都
道
府
県
　
当
該
地
域
に
お
け
る
文
化
観
光
の
推
進
に
関
す
る
関
係
者
間
の
連
携
体
制
の
整
備
、
情
報
の
収

集
、
整
理
及
び
分
析
、
事
業
の
方
針
の
策
定
並
び
に
事
業
の
実
施
状
況
の
評
価

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
当
該
地
域
に
お
け
る
文
化
観
光
の
推
進
に
関
す
る
事
業
の
企
画
及
び
実
施

（
拠
点
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
拠
点
計
画
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
号

に
よ
る
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
拠
点
計
画
の
記
載
事
項
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
拠
点
計
画
の
名
称

二
　
拠
点
計
画
に
係
る
事
務
の
実
施
体
制

三
　
拠
点
計
画
の
達
成
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
認
定
拠
点
計
画
の
公
表
）

第
四
条
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
三
項
の
認
定
（
法
第
五
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
を
し
た
と
き

は
、
当
該
認
定
の
日
付
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
当
該
認
定
を
受
け
た
拠
点
計
画
の
内
容
を
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
五
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
同
一
年
度
内
に
お
け
る
文
化
観
光
拠
点
施
設
機
能
強
化
事
業
の
実
施
時
期
の
変
更

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
拠
点
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な
い
と
主
務
大
臣
が
認
め
る
変
更

（
拠
点
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
六
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
拠
点
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二

号
に
よ
る
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
協
議
会
を
組
織
し
た
旨
の
公
表
）

第
七
条
　
法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
協
議
会
の
名
称
及
び
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
協
議
会
に
お
け
る
協
議
事
項

（
地
域
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
八
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
計
画
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三

号
に
よ
る
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
計
画
の
記
載
事
項
）

第
九
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
地
域
計
画
の
名
称

二
　
地
域
計
画
に
係
る
事
務
の
実
施
体
制

三
　
地
域
計
画
の
達
成
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
認
定
地
域
計
画
の
公
表
）

第
十
条
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
四
項
の
認
定
（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
を
し
た

と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
付
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
当
該
認
定
を
受
け
た
地
域
計
画
の
内
容
を
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
十
一
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
同
一
年
度
内
に
お
け
る
地
域
文
化
観
光
推
進
事
業
の
実
施
時
期
の
変
更

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な
い
と
主
務
大
臣
が
認
め
る
変
更

（
地
域
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
十
二
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式

第
四
号
に
よ
る
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
文
部
科
学
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1



別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

別記様式第１号（第２条関係） 

 

拠点計画に係る認定申請書 

 

 

   年   月   日 

 

文部科学大臣 

国土交通大臣  

 

申請者 

住    所               

氏    名                

 

 

 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第４条第１項の規定に

基づき、別紙の計画について認定を申請します。 

 

 

（備考） 

 １ 「申請者」には、文化資源保存活用施設の設置者及び文化観光拠点施設機能強化事業を実施

しようとする文化観光推進事業者を全て記載すること。 

２ 申請者が法人又は法人でない団体である場合にあっては、「住所」には「主たる事務所の所在

地」を、「氏名」には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。  

３ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

殿 

別
記
様
式
第
２
号
（
第
６
条
関
係
）

別記様式第２号（第６条関係） 

 

拠点計画の変更に係る認定申請書 

 

 

   年   月   日 

 

文部科学大臣 

国土交通大臣  

 

申請者 

住    所               

氏    名                

 

 

    年  月  日付けで認定を受けた拠点計画について、下記のとおり変更したいので、文

化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第５条第１項の規定に基づ

き、認定を申請します。 

 

記 

 

拠 点 計 画 の 名 称  

変 更 事 項  

変 更 前 の 内 容  

変 更 後 の 内 容  

変 更 の 理 由  

 

（備考） 

 １ 「申請者」には、文化資源保存活用施設の設置者及び文化観光拠点施設機能強化事業を実施

しようとする文化観光推進事業者を全て記載すること。 

２ 申請者が法人又は法人でない団体である場合にあっては、「住所」には「主たる事務所の所在

地」を、「氏名」には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。  

３ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

殿 
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別
記
様
式
第
３
号
（
第
８
条
関
係
）

別記様式第３号（第８条関係） 

 

地域計画に係る認定申請書 

 

 

   年   月   日 

 

文部科学大臣 

国土交通大臣  

 

申請者 

住    所               

氏    名                

 

 

 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第 12 条第１項の規定

に基づき、別紙の計画について認定を申請します。 

 

 

（備考） 

 １ 「申請者」には、当該計画を作成した協議会の構成員である市町村又は都道府県、当該計画に

おいて中核とする文化観光拠点施設の設置者及び当該計画に記載された地域文化観光推進事業

の実施主体である文化観光推進事業者を全て記載すること。 

２ 申請者が法人又は法人でない団体である場合にあっては、「住所」には「主たる事務所の所在

地」を、「氏名」には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。  

３ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

殿 

別
記
様
式
第
４
号
（
第
１
２
条
関
係
）

別記様式第４号（第 12条関係） 

 

地域計画の変更に係る認定申請書 

 

 

   年   月   日 

 

文部科学大臣 

国土交通大臣  

 

申請者 

住    所               

氏    名                

 

 

    年  月  日付けで認定を受けた地域計画について、下記のとおり変更したいので、文

化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第 13 条第１項の規定に基

づき、認定を申請します。 

 

記 

 

地 域 計 画 の 名 称  

変 更 事 項  

変 更 前 の 内 容  

変 更 後 の 内 容  

変 更 の 理 由  

 

（備考） 

 １ 「申請者」には、当該計画を作成した協議会の構成員である市町村又は都道府県、当該計画に

おいて中核とする文化観光拠点施設の設置者及び当該計画に記載された地域文化観光推進事業

の実施主体である文化観光推進事業者を全て記載すること。 

２ 申請者が法人又は法人でない団体である場合にあっては、「住所」には「主たる事務所の所在

地」を、「氏名」には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。  

３ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

 

殿 
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